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職員構成に変動があった場合の基準額の推計方法と配分ルールについて
（厚生労働省Q&A抜粋）

○介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するＱ＆Ａ（令和３年６月
29日）問１

問１ 処遇改善計画書及び実績報告書において基準額１、２（前年度の（介護職員の）賃
金の総額）及び基準額３（グループ別の前年度の平均賃金額）の欄が設けられているが、
実績報告書の提出時において、基準額１、２及び３に変更の必要が生じた場合について、
どのように対応すればよいか。

（答）
・ 処遇改善加算及び特定加算（以下「処遇改善加算等」という。）については、原則、当
該事業所における処遇改善加算等により賃金改善を行った総額が、処遇改善加算等によ
る収入額を上回る必要があり、実績報告においてもその点を確認しているところ。

・ 当該事業所における処遇改善加算等により賃金改善を行った総額については、
① 前年度の賃金の総額（基準額１、２）
② 処遇改善加算又は特定加算による賃金改善を含めた当該年度の賃金の総額を比較し
計算することとしているが、①について職員構成や賃金改善実施期間等が変わることに
より、修正が必要となった場合や、②について経営状況等が変わった場合、以下の取扱い
が可能である。

＜①について職員構成や賃金改善実施期間等が変わることにより、修正が必要となった
場合＞
当該年度において、勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したこと等により、

前年度と職員構成等が変わった場合や賃金改善実施期間が処遇改善計画書策定時点と変
わった場合等に、処遇改善計画書に記載した前年度の賃金の総額が、②と比較するに当た
っての基準額として適切ではなくなる場合がある。
通常は、処遇改善計画書の変更の届出を行い、基準額１、２の額を推計することにより

修正することとなるが、この場合は、実績報告書の提出時において、変更前後の基準額と
合理的な変更理由を説明することで差し支えない。（令和２年度実績報告書においては、
説明方法は問わないが、令和３年度においては、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等
特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
（令和３年３月 16 日老発 0316 第４号）でお示しした実績報告書（様式３－１）の「⑥
その他」に記載されたい。）
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なお、これは、基準額３についても同様であるとともに、推計方法は、令和３年度介護
報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和３年３月 19 日）問 22 を参考にされたい。
＜②について経営状況等が変わった場合＞
サービス利用者数の減少などにより経営が悪化し、一定期間収支が赤字である、資金繰

りに支障が生じる等の状況により、賃金水準を引き下げざるを得ない場合は、特別事情届
出書を届け出ることで、計画書策定時点と比較し「加算の算定により賃金改善を行った賃
金の総額」が減少し、実績報告書において賃金改善所要額が加算総額を下回ることも差し
支えない。
なお、賃金水準を引き下げた要因である特別な状況が改善した場合には、平成 27 年度

介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（平成 27 年４月 30 日）問 56 のとおり、可能な
限り速やかに賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があること。

○令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和３年３月 19 日）問 22

問 22 2019 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.4））（令和２年３月 30日）問４におい
て、「これにより難い合理的な理由がある場合」の例示及び推計方法例が示されているが、
勤続年数が長い職員が退職し、勤続年数の短い職員を採用した場合等は、これに該当する
のか。またどのように推計するのか。

（答）
・ 賃金改善の見込額と前年度の介護職員の賃金の総額との比較については、改善加算及び
特定加算による収入額を上回る賃金改善が行われていることを確認するために行うもの
であり、勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したことにより、前年度の介護職
員の賃金の総額が基準額として適切でない場合は、「これにより難い合理的な理由がある
場合」に 該当するものである。

・ このような場合の推計方法について、例えば、前年度の介護職員の賃金の総額は、
－ 退職者については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、前年度在籍し
ていなかったものと仮定した場合における賃金総額を推定する

－ 新規採用職員については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、前年度
在籍したものと仮定した場合における賃金総額を推定する

等が想定される。
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・ 具体的には、
－ 勤続 1 0 年の者が 前年度 10 人働いていたが 、 前年度末に５人退職し
－ 勤続１年目の者を今年度当初に５人採用した場合には、
仮に、勤続年数が同一の者が全て同職であった場合、前年度、
－ 勤続 1 0 年の者は５人在籍しており 、
－ 勤続１年の者は 15 人在籍していたものとして、
賃金総額を推計することが想定される。

＜推計の例＞勤続年数が同一の者が全て同職の場合

○令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和３年３月 19 日）問 24

問 24 処遇改善計画書の作成時においては、特定加算の平均の賃金改善額の配分ルール
を満たしており、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職等に
よりやむを得ず、各グループに対して計画書通りの賃金改善を行うことができなくなっ
た結果、配分ルールを満たすことができなかった場合、どのような取扱いとすべきか 。

（答）
・職員の退職等のやむを得ない事情により、配分ルールを満たすことが困難になった場合
は、実績報告にあたり、合理的な理由を求めることとすること。（令和２年度実績報告書に
おいては、申出方法は問わないが、令和３年度においては、「介護職員処遇改善加算及び介
護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示に
ついて」令和３年３月 16 日老発 0316 第４号でお示しした実績報告書（様式３－１の「⑥
その他」に記載されたい 。

・なお、その場合でも、特定加算による収入額を上回る賃金改善が必要である。

勤続 10 年 勤続５年 勤続１年
前
年
度

実際の人数 10人 10 人 10 人
推計に当た
っての人数

５人
→10 人のうち、５人
は在籍しなかった
ものと仮定

10 人
→実際と同様

15人
→10 人に加え、５
人在籍したもの
と仮定

今年度 ５人 10人 15 人


